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午前10時00分開議 

○議長（松山 力弥）  おはようございます。これから本日の会議を開きます。 

 これより議事に入ります。 

 ここで一括議題についてお諮りします。議案第４３号から議案第４８号までは、関連議案であ

りますので、一括議題とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、一括議題とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．議案第４３号 
日程第２．議案第４４号 
日程第３．議案第４５号 
日程第４．議案第４６号 
日程第５．議案第４７号 
日程第６．議案第４８号 

○議長（松山 力弥）  日程第１、議案第４３号令和３年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて、日程第２、議案第４４号令和３年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、日程第３、議案第４５号令和３年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について、日程第４、議案第４６号令和３年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、日程題５、議案第４７号令和３年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、日程第６、議案第４８号令和３年度須恵町水道事業会計決算の認定について、

以上６議案を一括議題とします。 

 決算審査特別委員長の報告を求めます。１４番、今村桂子君。 

○決算審査特別委員長（今村 桂子）  議案第４３号令和３年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認

定についてから議案第４８号令和３年度須恵町水道事業会計決算の認定についてまでの６議案に

ついて、審査の経過と結果について報告をいたします。 

 まず、議案第４３号令和３年度須恵町一般会計歳入歳出決算の認定について、決算書１２ペー

ジです。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額１１８億６,４８０万１,２８９円、対前年度比

１４.３％減に対し、歳出総額１１４億８,００１万５,４２７円、対前年度比１４.３％の減で、

歳入歳出差引額は３億８,４７８万５,８６２円となりました。 

 経常収支比率は前年度からの６.４ポイント下がって、８６.２％となり、改善傾向にあります

が、この指標は町村にあっては７０％程度にとどまることが妥当とされていますので、依然とし



- 62 - 

て財政構造の硬直化、ゆとりがない状況は続いています。 

 令和３年度は翌年度へ繰越す財源として、繰越明許費を２６８万６,０００円計上し、歳入歳

出差引額から繰越額を差し引いた額、実質収支額は３億８,２０９万９,８６２円となり、１２年

連続の黒字決算となっています。 

 この実質収支額から前年度実質収支額を差し引いた単年度収支は３,４２０万７,０００円のマ

イナスとなりましたが、単年度収支に実質的な黒字要素を加え、赤字要素を控除した実質単年度

収支５億７,２３１万９,０００円の黒字となりました。 

 財政調整基金は１００万円の取り崩しがありましたが、利子及び不動産売払い収入、寄附金、

決算余剰金の６億７５２万６,０００円を積立て、総額は３１億４,６０２万２,０００円となり

ました。 

 歳入において、自主財源では町税が３１億７,７０９万９,０００円で、町民税は個人分の納税

義務者の増加などにより前年度比２,７５６万円の増で、固定資産税はコロナ特例や軽減措置に

より５１６万円の減、軽自動車税は４４３万６,０００円の増、町たばこ税は１,８０２万の増で

す。町税全体では０.４％、１,３６１万７,０００円の増収となりました。 

 寄附金はふるさと応援寄附金及び一般寄附金の減により３億４,９７６万４,０００円の減額で

すが、ふるさと応援寄附金額は高い水準を保っています。 

 繰入金は財政調整基金繰入金から１００万円の繰入れをしております。繰越金は２,２６９万

４,０００円の増額です。 

 依存財源では、地方交付税２３億４,１８７万４,０００円、前年度比、金額で３億

９,３５２万４,０００円、率にして２０.２％の増、地方消費税交付金６億２,１６６万

３,０００円、前年度比５,８２９万９,０００円、率にして１０.４％の増、国庫支出金２４億

８,１９９万４,０００円、前年度比２１億８,５１７万３,０００円、率にして４６.８％の減、

県支出金８億７３０万１,０００円、前年度比１億４２９万５,０００円、率にして１１.４％の

減、町債は６億５,５０５万７,０００円、前年度比１億７１６万４,０００円、率にして

１９.６％の増となっています。 

 自主財源は、前年度に比べ３億１,２５６万４,０００円、６.２％の減となっていますが、歳

入合計に対する構成比は３.６ポイント増加しています。対して依存財源は、国庫支出金の減額

により歳入合計に対する構成比は３.６％減少しました。 

 令和３年度の地方債の借入額は６億５,５０５万７,０００円で、主なものは臨時財政対策債

４億３,１０５万７,０００円、緊急防災減災事業債８６０万円、小学校施設改修事業債

８,７４０万円、社会教育施設改修事業債１億１５０万円、緊急自然災害防止対策事業債

９６０万円、農林水産業施設災害復旧事業債５０万円です。また、年度末の地方債残高は７３億



- 63 - 

８,１９１万９,０００円で、前年度に比べると８,１３４万９,０００円増加しております。 

 歳出において、前年度と比較した決算増減額の主なものは、２款総務費では、財政調整基金積

立金５億１,２７１万３,０００円の増、減債基金積立金１億１,８１１万円の増、コミュニティ

バス購入費３,１６８万２,０００円の増。 

 ３款民生費は、非課税世帯等臨時特別給付金事業２億６,５６０万円の増、子育て世帯への臨

時特別給付金事業５億８,０１０万円の増、保育実施委託料及び負担金４,３６９万５,０００円

です。 

 ４款衛生費は、新型コロナウイルスワクチン接種事業２億１,００４万３,０００円の増、須恵

町外二ケ町清掃施設組合負担金４,４３７万６,０００円の増です。 

 ６款農林水産業費は、ため池ハザードマップ作成業務委託料３,１９１万円の増。 

 ７款商工費は、小規模事業者経営継続支援補助金４,３９９万円の増。 

 ８款土木費は、自然教育林整備工事請負費９２１万６,０００円の増。 

 ９款消防費は、中部防災センター（仮称）建設事業費８３５万３,０００円の増です。 

 １０款教育費は、文化会館舞台照明改修工事請負費１億１,２８６万円の増。 

 １１款災害復旧費は、道路・橋梁災害復旧事業費７９９万４,０００円の増、農地農業用施設

災害復旧事業費２,１３９万６,０００円の増、林業施設災害復旧事業費１,９７１万６,０００円

の増です。 

 歳出を性質別に見ると、主なものは人件費１５億１,２８２万円で、前年度比４,７５８万

３,０００円、３.２％の増、扶助費２９億７,５５６万６,０００円で５５.８％の増、普通建設

事業費５億４,５２５万３,０００円で、４億４,８０２万８,０００円、４５.１％の減です。 

 災害復旧事業費４,９２３万３,０００円、物件費２３億４,６４１万８,０００円で、前年度比

６６６万４,０００円、０.３％の減、扶助費等１２億７５０万円で、前年度比３０億

２,０１１万６,０００円、７１.４％の減、積立金４億２０４万３,０００円で、前年度比４億

５,４０４万７,０００円、１０１.４％の増です。 

 令和３年度の特別会計への操出金は、国民健康保険特別会計２億３,７４３万円で、

３,４０７万２,０００円の減、後期高齢者医療特別会計４億４,２９４万４,０００円で、

２,７４１万５,０００円の増、公共下水道事業特別会計２億７,４４２万９,０００円で、

２,２０１万１,０００円の減、農業集落排水事業特別会計４,１８３万円で、７４０万

２,０００円の減額です。 

 特別会計への操出金は、合わせて９億９,６６３万３,０００円で、前年度より３,６０７万円

の減額となりました。 

 また、地方自治法第２３３条第５項の規定により、会計年度における主要な施策の成果を説明
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する書類として、須恵町実施計画個別シートの提出がありました。この個別シートは、総合計画

並びに須恵町行政評価制度に基づき各事業に評価指数目標値を設定し、事業完了後に事業の進捗

状況を数値的に分析することで事業の効率化や改善を目指すことを目的とするものです。 

 今回は、主要施策の成果の資料として、一般会計について２９事業の個別シートが提出されま

した。 

 質疑として、歳入において１４款国庫支出金では、マイナンバーカード国庫補助金の今後につ

いての質疑に、マイナンバーカード交付事務補助金については、令和４年度までで５年度は未定

ですが、来庁に加え出張申請に力を入れ交付率を伸ばす予定ですので、交付率の伸びに伴い補助

金の増額が見込めそうですとの答弁がありました。 

 １７款寄附金では、篤志寄附金１００万円、久我記念館の購入備品についての質疑に、町内陶

芸家の須恵焼のつぼなどを購入したとの答弁がありました。 

 歳出において、２款総務費では、ホームページのリニューアルとアクセス数の質疑については、

契約業者の変更です。アクセス数は伸びており、令和２年度１５９万２,６９４件、３年度、

１７４万２,８１８件でしたとの答弁がありました。滞納整理指導員の効果についての質疑に、

現場には出られないので詳しく業務を指導していただき、業務内容を学習できたとの答弁があり

ました。マイナンバーカードによる国民健康保険の利用状況についての質疑に、須恵町の医療機

関の中ではあまり伸びていないとの答弁がありました。 

 ３款民生費では、ＤＶに関する電話相談についての質疑に、相談件数は１市７町で令和３年度

が９８４件で、須恵町は８件でした。緊急事態の相談はありませんでしたとの答弁がありました。

非課税世帯等臨時特別給付金の給付件数の質疑に、２,６５６件の給付となります。現在も継続

している事業で９月２０日時点で２,８１６世帯に給付していますとの答弁がありました。コロ

ナ関係の臨時交付金による給食材料費補助についての質疑に、町で動くかは様子を見ているが、

給食について各学校に調査を行った結果、不足はない、賄えているとの回答を得ているとの答弁

がありました。 

 ４款衛生費では、地域猫事業の効果、苦情の件数はとの質疑に、これ以上、餌をやらないよう

にとの注意喚起もしている。苦情は月二、三件と多いが捕獲ができない。雄の去勢手術、雌の避

妊手術でこれ以上増やさない効果は出ているとの答弁がありました。空き家対策事業の状況はと

の質疑に、乙植木１軒が通知勧告により自ら解体、山の神２軒が通知とお願いに行き自ら解体、

旭ケ丘３軒長屋のうち両端の２軒が寄附し、真ん中の所有者との交渉が続いている状況ですとの

答弁がありました。一般不妊治療費助成金の今後についての質疑に、保険適用になるため令和

４年３月までに治療を受けた人は対象になりますが、令和４年４月からはなくなりますとの答弁

がありました。 
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 ９款消防費では、ＡＥＤの使用実績の質疑に、使用実績はないとの答弁がありました。 

 １０款教育費では、待機児童支援事業の現状についての質疑に、４月１日時点で２人、現在

３１人の待機ですが、認可保育所に入れなかった場合、認可外保育園との差額を補助しています

との答弁がありました。食材の節約についての質疑に、注文先、数量などについて無駄が出ない

ように節約しているとの答弁がありました。 

 以上、採決の結果、全員賛成で認定としております。 

 続いて、議案第４４号令和３年度須恵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

決算書２５８ページです。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額２９億４,９６０万７,５１１円、歳出総額２９億

４,５２６万４,５５４円で、歳入歳出差引額は４３４万２,９５７円となっており、実質収支額

も同様です。これを単年度収支で見ると２５３万４,２９０円の赤字で、単年度収支から実質的

な黒字要素を加え、赤字要素を差し引いた実質単年度収支は２,６１８万４,４４６円の黒字とな

っています。 

 歳入合計額の予算に対する収入率は１００.１％、調定に対する収入率は９３.１％、そのうち

国民健康保険税が７１％です。歳出合計の予算に対する執行率は１００％となっています。対前

年度比較ですが、歳入では４款県支出金が２１億５,３３４万８,０００円で、率にして４.１％。 

 ７款諸収入が１,１２４万２,４２９円で、率にして６７.８％の増となっており、１款国民健

康保険税が３６万６９１円の減、率にして０.１％。 

 ５款繰入金が３,４０７万２,３２７円の減、率にして１２.５％。 

 ６款繰越金が５,９１５万５,５４６円の減、率にして８９.６％の減となっております。 

 歳出では、３款保険給付費が２０億８,８９０万４,６２４円で４.８％。 

 ６款保険事業費が３,２０９万５,３２７円で、７.８％の増となっており、１款総務費が

９９７万９,３７６円の減、率にして３５％。 

 ３款国民健康保険事業費納付金が５,８４９万３,３０６円で、率にして７％。 

 ８款諸支出金が３,７８４万２,２３９円で、５３.４％の減となっております。 

 令和３年度の国民健康保険税の収納率は現年度９３.６５％で、前年度比１.０９ポイント増、

滞納繰越分１５.９％で１.３３ポイントの増となっており、全体では７１.０１％で前年度より

３.７２ポイント上回っています。不納欠損額は１,５２０万５,５５９円で、人数は８４名とな

っています。本年度の決算額は前年度と比較すると歳入が約１,０３０万円、歳出が約７７６万

円の減となっております。 

 令和２年度における新型コロナウイルス感染拡大の影響による医療機関の受診控えから回復し、

前年度から比較すると保険給付費が約９,６２３万円増加しており、これに伴って保険給付費に
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充てられる県支出金が増加しております。普通交付金の過大交付額が減少し、これの精算に伴う

保険給付費等交付金償還金も減少しています。また過去３年の医療費実績により算定される国民

健康保険事業費納付金は令和２年度の医療費が新型コロナウイルス感染症の影響による受診控え

で減少したことにより、算定額が前年度比較で約５,８４９万円減額となっています。 

 これに保険税収納率の向上や特別交付金の増加等の要素が加わって、国民健康保険特別会計の

赤字補てんのための一般会計繰入金は２００万円となり、前年度と比較すると３,０００万円の

減となりました。 

 主要な施策の成果の説明の主なものとして、健康保険税還付徴収事務について、保険税収納率

目標値９２.５％に対し、１.２ポイント上回り目標を達成した事、特定健診・特定保健指導実施

事業について、特定健診受診率、目標値４５％に対し、６.４ポイント下回り目標を達成できな

かったこと、連続受診者の新型コロナ感染拡大により受診控えから回復していないことが、その

要因であることの報告を受けております。 

 質疑として、不納欠損対応即時の内容についての質疑に、不納欠損は令和２年度３,９３３万

８,０００円、令和３年度１,５２０万６,０００円でした。対応として預金、給与の差押えを住

所を追っていき、新住所でも行っていますが、調査しても新住所の情報が得られないなどの理由

で不納欠損となっています。即時の内容ですが、破産宣告などで取るものがないときはとします。

今回は相続放棄の２人分ですとの答弁がありました。 

 国保と町税など滞納の関連の質疑に、ほとんどが両方の滞納であるとの答弁がありました。時

効についての質疑に、納付がなくなってから時効の計算が始まる。納付がなくなってから５年で

時効となりますとの答弁がありました。国民健康保険短期被保険者証の発行件数の質疑に、令和

４年８月１日時点での発行件数は５７７枚、２９７世帯ですとの答弁がありました。国保税収の

状況についての質疑に、国保被保険者数は減っており収納率は上がっているので、不納欠損は減

少していくと思われますとの答弁がありました。 

 以上、採決の結果、全員賛成で認定としております。 

 続いて、議案第４５号令和３年度須恵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、

決算書２９０ページです。 

 実質収支に関する調査ですが、歳入総額４億１７０万１,４４０円、歳出総額３億７,９１４万

８,０８２円で歳入歳出差引額は２,２５５万３,３５８円となっており、実質収支額も同様です。 

 歳入合計額の予算に対する収入率は１００.４％、調定に対する収入率は９８.７％、歳出合計

額の予算に対する執行率は１００％となっています。 

 歳入では、１款後期高齢者医療保険料２億７,３６８万５００円、歳入合計に対する構成比は

６８.１％、３款繰入金１億８５９万６,７９７円、歳入合計に対する構成比２７％が大半を占め
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ています。 

 歳出では、２款後期高齢者医療広域連合納付金３億６,６４８万５,４１３円、歳出合計に対す

る構成比９６.７％が主なものです。 

 主要な施策の成果の説明として、健康保険料還付徴収事務について、保険料収納率、目標値

９９.３％に対し目標を達成したことの報告を受けております。 

 以上、採決の結果、全員賛成で認定としております。 

 続いて、議案第４６号令和３年度須恵町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

決算書３０８ページです。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額１１億１,０３１万３０７円で、前年度比３.３％、

３,５５８万８,０３３円の増です。 

 歳出総額は１１億３５２万９,７４０円で、前年度比３.３％、３,５５４万２,５７３円の増で

す。 

 歳入歳出差引額は、６７８万５６７円となっており、実質収支額も同額です。単年度収支は

４億５,４６０万円で、黒字決算となりました。歳入合計額の予算に対する収入率は１００.２％、

前年度比０.１ポイント増です。調定に対する収入率は９９.３％で、前年度比０.１ポイント増

です。 

 歳出合計額の予算に対する執行率は９９.６％で、前年度比０.１ポイント増です。 

 歳入の主なものは、１款１項負担金が供用開始面積の増により、前年度比１４.８％、

５２８万９,２００円の増となりました。 

 ２款１項使用料は、公共下水道への接続が増えたことにより前年度比３.７％、１,０９７万

１６０円の増となりました。 

 ３款国庫支出金は、前年度比５％、４０３万８,０００円の増。 

 ５款１項他会計繰入金は、前年度比７.４％、２,２０１万１,０００円の減。 

 ７款諸収入は、前年度比７.８％、１３７万１,０４８円の減。 

 ８款町債は、前年度比１２.４％、３,９４０万円の増です。 

 歳出の主なものは、１款総務費が前年度比３.８％、９１０万２,５３２円の増。 

 ２款下水道事業費が、前年度比５.１％、１,６９２万３６２円の増。 

 ３款公債費が、前年度比１.９％、９５１万９,６７９円の増です。 

 町債の今年度借入額は、３億５,６５０万円、償還未済額は６６億３８１万８,７７７円です。

なお、下水道普及率は８０.７％です。 

 主要な施策の成果の説明として、公共下水道施設整備事業では、計画目標値の４６７ヘクター

ルを超える４６９.１ヘクタールを完了できており、令和２年度をおおむね完成を目指し工事が
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進んでいると報告を受けております。 

 また、公共下水道事業財務事務につきましても、令和６年４月の法適用企業会計移行に向け固

定資産の調査、評価、評価方法のマニュアル作成と、予定していた条文の全てを達成できている

とのことです。 

 以上、採決の結果、全員賛成で認定としております。 

 続いて、議案第４７号令和３年度須恵町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、決算書３３２ページです。 

 実質収支に関する調書ですが、歳入総額７,５８２万３,０９４円で、前年度比１６.１％、

１,４５２万３,３０２円の減です 。 

 歳出総額は７,３０２万８,３９２円で、前年度比１６.３％、１,４２６万６,９９５円の減で

す。 

 歳入歳出差引額は２７９万４,７０２円となっており、実質収支額も同額です。単年度収支は

２５万６,３０７円で、赤字決算となりました。 

 歳入合計額の予算に対する収入率は１００.１％、前年度比０.１ポイント増です。調定に対す

る収入率は９９.９％で、前年度と同率です。歳出合計額の予算に対する執行率は、９９.４％で、

前年度比０.２ポイント減です。 

 歳入の主なものは、２款１項使用料は前年度比０.３％、１万７,２９５円の減。 

 ３款繰入金が、前年度比１５％、７４０万２,０００円の減。 

 ６款町債が、前年度比２０.７％、６３０万円の減。 

 歳出の主なものは、１款総務費が前年度比１５.７％、５４万９,９００円の増。 

 ２款農業集落排水事業費が、前年度比３４.７％、６８９万８,３９６円の減。 

 ３款公債費が、前年度比１２.４％、７９１万８,４９９円の減です。 

 町債の今年度借入額は２,４２０万円、償還未済額は３億３,６１６万９,３４９円です。 

 主要な施策の成果の説明として、農業集落排水事業財務事務では、公共下水道事業特別会計同

様、法適用企業会計移行に向け固定資産の調査、評価、評価方法のマニュアル作成等予定した事

業を達成できているとの報告を受けました。 

 以上、採決の結果、全員賛成で認定としております。 

 続いて、議案第４８号令和３年度須恵町水道事業会計決算の認定について、別冊の水道事業会

計決算書２６ページをお願いします。 

 営業実績で、給水人口は２万８,９９０人で、前年度から１７８人増加しました。 

 年間総排水量は２７４万８,３９４立方メートル、年間総有収水量は２６３万９,７３３立方

メートルで、１万８,７２４立方メートルを増加し、有収率は９６.０５％、水道普及率は
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９９.６１％でした。 

 排水施設改良工事は、佐谷地区１３工区、水道管切換工事ほか５件が施行されました。 

 収益的収支は、費用の節約に努めたことにより、水道事業収益６億１,７４９万９,９５７円に

対し、同費用は５億３,０７２万２,２５９円で差引き８,６７７万７,６９８円の黒字となってお

ります。その結果、当年度未処分利益剰余金は７億８,１５３万１,１６９円となりました。 

 基本的収支では、工事負担金が前年度より減となっており、収入１,５３４万６,６５０円に対

し、支出は１億５,８０３万６,１８４円、差引き１億４,２６８万９,５３４円の不足額につきま

して、過年度損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税、資本的収支調整額で補てんされていま

す。 

 主要な成果の説明として、水道事業会計では決算書では見えない項目を独自評価しているとい

うことでした。上下水道料金、調定事務では水道水の未申請利用の防止についての取組、浄水場

管理事務では、水質の毎日検査での濁度を用いての水質管理、また給水申請及び検査事務では、

宅内と給水施設検査における工事の精度向上と、それぞれで目標値をほぼ達成できているとの報

告を受けました。以上、採決の結果、全員賛成で認定としております。 

 以上で、決算審査特別委員会の報告を終わります。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりました。議案第４３号から議案第４８号までについ

ては全員による審査を行っておりますので、質疑を省略し、これより議案第４３号について討論

に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。よって、議案第４３号について採

決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。よって、議案第４３号は委員

長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第４３号令和３年度須恵町一般会計歳

入歳出決算の認定については、認定することに決定しました。 

 議案第４４号について討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。よっ

て、議案第４４号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定するものです。よ

って、議案第４４号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第４４号令和３年度須恵町国民健康保

険特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに決定しました。 

 議案第４５号について討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。よっ

て、議案第４５号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定するものです。よ

って、議案第４５号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 
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〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって議案第４５号令和３年度須恵町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに決定しました。 

 議案第４６号について討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。よっ

て、議案第４６号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定するものです。よ

って、議案第４６号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第４６号令和３年度須恵町公共下水道

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに決定しました。 

 議案第４７号について討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。よっ

て、議案第４７号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定するものです。よ

って、議案第４７号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第４７号令和３年度須恵町農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算の認定については、認定することに決定しました。 

 議案第４８号について討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なしと認めます。よっ

て、議案第４８号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は認定するものです。よ

って、議案第４８号は委員長報告のとおり認定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第４８号令和３年度須恵町水道事業会

計決算の認定については、認定することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．議案第４９号 
○議長（松山 力弥）  日程第７、議案第４９号須恵町公共施設等整備基金条例の制定についてを

議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。１１番、田ノ上真君。 

○総務建設産業委員長（田ノ上 真）  おはようございます。議案第４９号須恵町公共施設等整備

基金条例の制定について、総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 議案書の１ページをお願いします。 

 提案理由として、須恵町公共施設等総合管理計画によりますと、今後、老朽化する全ての公共

施設の改修長寿命化を行った場合、毎年８,０００万円以上が不足するとの試算が出ています。

安全で質の高いサービスを提供し続けながら、急激に拡大する建て替えの需要に備え、次世代へ
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の負担を軽減させるための対策、取組を実施することが必要となります。 

 このことから、将来における公共施設等の整備財源の確保を目的として、公共施設等整備基金

を設置するため、当該条例を制定する必要が生じたので提案するものです。 

 ２ページをお願いします。 

 基金条例制定に必要な事項を定めています。第１条に基金の設置について、第２条に積み立て

る額について、第３条に基金の管理について、第４条に基金の運用から生ずる収益の処理につい

て、第５条に繰替え運用について、第６条に基金の処分について、第７条に必要な事項は町長が

別に定めるとしています。 

 附則で、この条例は令和４年１０月１日から施行するとしております。 

 質疑として、年間どれくらい残せる見通しかというものに対し、回答は年度によって事業量等

が変わるので、現時点では分からないというものでございました。もう１点、今年度は６億円残

せる見込みというものでございました。 

 以上、採決の結果、総務建設産業委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。癩癩討論なしと認めます。よって、議案第４９号について採決に入ります。本案に対する委

員長の報告は可決です。よって、議案第４９号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方

は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第４９号須恵町公共施設等整備基金条

例の制定については、委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．議案第５０号 
○議長（松山 力弥）  日程第８、議案第５０号須恵町オープンイノベーションセンター設置条例

の制定についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。１１番、田ノ上真君。 

○総務建設産業委員長（田ノ上 真）  議案第５０号須恵町オープンイノベーションセンター設置

条例の制定について、総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 議案書の１ページをお願いします。 

 提案理由として、オープンイノベーションセンター設置条例の制定について、地方自治法第

１５６条第１項の規定に基づき必要な事項を定めるため、当該条例を制定する必要が生じたので

提案するものでございます。 
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 これまで、須恵町役場庁舎３階に配置されていたふるさと応援課の配置場所が、オープンイノ

ベーションセンターに変更されましたので、本庁組織の出先機関としての位置づけを行うもので

す。次ページにて、この条例は第１条から第３条で構成されており、第１条で設置、第２条で名

称及び位置、第３条で委任について定めております。 

 附則として、この条例は公布の日から施行するとなっています。 

 以上、採決の結果、総務建設産業委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。癩癩討論なしと認めます。よって、議案第５０号について採決に入ります。本案に対する委

員長の報告は可決です。よって、議案第５０号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方

は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第５０号須恵町オープンイノベーショ

ンセンター設置条例の制定については、委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．議案第５１号 
○議長（松山 力弥）  日程第９、議案第５１号須恵町職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。１１番、田ノ上真君。 

○総務建設産業委員長（田ノ上 真）  議案第５１号須恵町職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例について、総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 議案書の１ページをお願いします。 

 提案理由として、地方公務員の育児休業等に関する法律及び人事院規則が改正され、令和４年

１０月１日から施行されることに伴い条例の改正を行うものです。 

 ５ページ、新旧対照表をお願いします。 

 第２条第３号アの改正は、非常勤職員のこの出生日から５７日以内の育児休業の取得要件を緩

和する改正です。現行、子が１歳６か月に達する日まで、雇用関係が終了することが明らかでな

いことが要件でしたが、改正後では、この出生日後５７日目から６か月を経過する日までに、雇

用関係が終了することが明らかでないことと要件が緩和されます。 

 第２条第３号イ第２条の３第３号及び第２条の４の改正は、非常勤職員の育児休業の取得を柔

軟化するための改正です。現行１歳から１歳６か月になるまでの子又は１歳６か月から２歳にな

る子を養育する非常勤職員が、１歳到達日以降に育児休業を取得しようとする場合、非常勤職員
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本人又は配偶者がこの１歳到達日又は１歳６か月到達日に、育児休業をしている場合で、育児休

業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合で、なおかつこの１歳到達日の

翌日又は１歳６か月到達日の翌日を育児休業の開始日としようとする場合に限られていました。

改正後は、本人と配偶者の育児休業に切れ目がなければ、１歳到達日の翌日又は１歳６か月到達

日の翌日に限らず、夫婦で交代して取得できるなど、取得の要件が柔軟化されます。 

 第３条第５号の改正は、育児休業の取得回数制限を緩和する改正です。育児休業の取得が原則

２回まで可能になったことから、育児休業等計画書の申出は不要となり、条文を削除し、第６号

以下の号を繰り上げるものです。 

 改正後の第３条第７号の規定は、引き続いての採用又は更新による再度の育児休業について、

非常勤職員と同様に任期を定めて採用された職員も含めて取り扱うように改正するものです。 

 附則第１条で、この条例は令和４年１０月１日から施行するとしております。 

 第２条で、この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する、この条例による

改正前の第３条及び第１０条の規定の運用については、なお従前の例によるとしています。 

 以上、採決の結果、総務建設産業委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。癩癩討論なしと認めます。よって、議案第５１号について採決に入ります。本案に対する委

員長の報告は可決です。よって、議案第５１号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方

は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第５１号須恵町職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例は委員長の報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．議案第５２号 
○議長（松山 力弥）  日程第１０、議案第５２号自治功労者の推戴についてを議題とします。 

 総務産業建設委員長の報告を求めます。１１番、田ノ上真君。 

○総務建設産業委員長（田ノ上 真）  議案第５２号自治功労者の推戴について、総務建設産業委

員会の審査報告をいたします。 

 議案書の１ページをお願いします。 

 自治功労者に下記のものを推戴したいので、須恵町表彰条例の規定により本議会の同意を求め

るものです。住所、糟屋郡須恵町大字旅石１５１番地１０、氏名、原野敏彦、生年月日、昭和

２７年３月１４日。 
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 提案理由、自治功労者の推戴について提案するものでございます。 

 ２ページに経歴書をつけております。 

 原野氏は、須恵町の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員を平成７年１０月１日から平

成１５年９月３０日まで、民生委員、児童委員を平成７年１２月１日から平成１５年２月１２日

まで、須恵町消防団副団長を平成８年４月１日から平成１０年３月３１日まで、須恵町消防団長

を平成１０年４月１日から平成１２年３月３１日まで、須恵町議会議員を平成１５年５月１日か

ら平成３１年４月３０日まで、須恵町議会副議長を平成２３年５月１０日から平成２７年４月

３０日までお勤めになりました。また、保護司を平成１６年１０月１０日から現在に至るまで、

須恵町恵西区区長を令和４年４月１日から現在に至るまでお勤めになっています。 

 須恵町表彰条例の第５条第３号に、町議会議員在職１６年以上とあり、規定に該当するため自

治功労者として推戴するものです。 

 以上、採決の結果、総務建設産業委員会全員賛成で同意しております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。癩癩質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略し、採決に入りたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。討論を省略し、議案第５２号について採決に入り

ます。本案に対する委員長の報告は同意です。よって、議案第５２号は委員長報告のとおり決定

することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第５２号自治功労者の推戴については、

原案のとおり同意することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．議案第５４号 
○議長（松山 力弥）  日程第１１、議案第５４号令和４年度須恵町一般会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

 予算審査特別委員長の報告を求めます。１４番、今村恵子君。 

○予算審査特別委員長（今村 桂子）  議案第５４号令和４年度須恵町一般会計補正予算（第

２号）について、予算審査特別委員会の審査報告をいたします。 

 補正予算書、１ページをお願いします。 

 令和４年度須恵町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
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 歳入歳出予算の補正第１条、歳入歳出総額から歳入歳出それぞれ４億４,２３３万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２２億６,５６４万３,０００円とするものです。 

 第２項、歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は第１表歳入歳出予算補正による。 

 地方債の補正、第２条、地方債の変更は、「第２表地方債補正」によるとしております。 

 債務負担行為の補正、第３条、債務負担行為の追加、変更は、「第３表債務負担行為補正」に

よるとしております。 

 予算審査特別委員会は、議長を除く議員全員での審査のため、詳細については省略いたします。 

 質疑では、債務負担行為補正において、第３幼稚園建設が１年延期になった理由についての質

疑に、コロナ、ロシアによるウクライナ侵攻の影響で、建設資材の高騰、入荷しないなど提示金

額では工事を請けられない。また、技術者不足で工期内に完成しないなどの理由で、全ての業者

が入札を辞退したため、物価上昇率を見て再度増額補正し、工期も延ばして発注することになり、

１年延期となっております。設計変更はありませんとの答弁でした。 

 歳入において、１７款寄附金で企業版ふるさと納税を寄附したシビックアーツコンサルタント

は指名業者がどのような会社かとの質疑に、令和四、五年度競争入札参加資格者名簿登録事業者

です。南区が本社で資本金１,０００万円、令和４年度年商４億８,７９７万７,０００円、従業

員３３人で建設コンサルタントの会社ですとの答弁がありました。 

 歳出において、２款総務費でスマートフォン相談窓口の相談人数と町民への周知方法はとの質

疑に、粕屋町では１日に二十数名程度の相談があるので、同程度と考えている。町の広報掲載、

チラシの回覧、ホームページなどの周知を予定しているとの答弁がありました。 

 ４款衛生費で、猫対応事業についての質疑に、地域猫活動団体が３団体あり、その団体が餌づ

けして捕獲し、手術となりその申請件数での手術費用の支払いとなります。猫の苦情は月に二、

三件あり、超音波を出す猫撃退の機械を貸し出したり、地域猫活動団体に連絡して対応していた

だいたりしておりますとの答弁がありました。 

 １０款教育費で、修学旅行コロナ感染対策の費用は当初予算に計上しなかったのかとの質疑に、

全額をコロナ交付金での対応としているとの答弁がありました。 

 文化財発掘調査の質疑に、１００年ほど前珪土から文化財が出土したとの報告により、調査す

るようにとの国からの指示がありました。出土品は教育委員会の管理となるので、歴史資料館に

展示しますとの答弁がありました。旅石広場防球ネット設置についての質疑に、長さ５０メート

ル、高さ２メートルで現在設置されていますが、老朽化により外側に倒れているので、高さ

７メートルで１塁側と３塁側の一部長さ３０メートルにネットを設置しますとの答弁がありまし

た。 
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 以上、当委員会慎重審査し、採決の結果、全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりました。全員による審査を行っておりますので、質

疑を省略し、これより議案第５４号について討論に入ります。討論ありませんか。癩癩討論なし

と認めます。議案第５４号について採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よ

って、議案第５４号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第５４号令和４年度須恵町一般会計補

正予算（第２号）は委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１２．議案第５５号 
○議長（松山 力弥）  日程第１２、議案第５５号令和４年度須恵町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。９番、三瀚栄重君。 

○文教厚生委員長（三潴 栄重）  議案第５５号令和４年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 別冊の令和４年度歳入歳出補正予算書の１ページをお開きください。 

 令和４年度須恵町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ７８３万５,０００円を追加、

歳入歳出予算の総額を３０億１,１５６万円とするものです。 

 第２項で款項の区分及び金額は、次のページの第１表歳入歳出予算補正によるとしています。 

 ６ページ、７ページをお開きください。 

 歳入です。４款１項県補助金１３万２,０００円の増額補正は、制度改正によるシステムの改

修に伴う特別調整交付金の増額によるものです。 

 ５款１項他会計繰入金７７０万３,０００円の増額補正は、人件費の増額に伴い給与費等繰入

金を増額するものです。 

 続いて、歳出です。８ページ、９ページをお開きください。 

 １款１項総務管理費７８３万５,０００円の増額補正は、職員の人事異動に伴い、職員が１名

増加になりましたことによる人件費の増額及び制度改正に伴うシステム改修による委託料の増額

補正です。 

 以上、文教厚生委員会全員賛成で可決しております。 

 以上です。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありま
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せんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。癩癩討論なしと認めます。よって、議案第５５号について採決に入ります。本案に対する委

員長の報告は可決です。よって、議案第５５号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方

は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第５５号令和４年度須恵町国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）は委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．議案第５６号 
○議長（松山 力弥）  日程第１３、議案第５６号令和４年度須恵町水道事業会計補正予算（第

１号）を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。１１番、田ノ上真君。 

○総務建設産業委員長（田ノ上 真）  議案第５６号令和４年度須恵町水道事業会計補正予算（第

１号）について、総務建設産業委員の審査報告をいたします。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的支出の予定額及び第３条、予算第４条に定めた資本的支出

の予定額を実施計画内訳書にて説明いたします。 

 ２ページ、３ページをお願いいたします。 

 収益的支出です。第１款第１項営業費用１,０５２万４,０００円の増額です。これは人事異動

に伴う職員人件費の増額です。 

 ４ページ、５ページをお願いいたします。 

 資本的支出です。第１款第１項改良費１,４００万円の増額です。これは須恵ダムから佐谷浄

水場への導水管漏水処理が必要になったためでございます。なお、資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額１億８,５２９万４,０００円は、損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税資

本的収支調整額で補てんします。 

 以上、採決の結果、総務建設産業委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。癩癩討論なしと認めます。よって、議案第５６号について採決に入ります。本案に対する委

員長の報告は可決です。よって、議案第５６号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方

は起立願います。 

〔起立全員〕 



- 78 - 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第５６号令和４年度須恵町水道事業会

計補正予算（第１号）は委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１４．委員会の閉会中の継続調査について 
○議長（松山 力弥）  日程第１４、委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。 

 各委員会より会議規則第７０条の規定により、次のとおり所管事務について、閉会中の継続調

査の申出があっております。 

 お諮りいたします。議会運営委員会より議会運営及び議会の個人情報の保護に関する条例作成

について、広報特別委員会より議会広報の編集について、総務建設産業委員会よりふるさと応援

課の業務について、文教厚生委員会より小中学校の学力向上の取組み及びこども発達センターの

運営について、以上、各委員会申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。 

 ここでお諮りします。本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、

会議規則第４２条の２の規定により議長に委任していただきたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂

正は議長に委任していただくことに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（松山 力弥）  以上で、９月議会定例会の全日程を終了しました。本会議終了後、１１時

２５分より広報特別委員会を第３委員会室で開催しますので、委員の方は御集合願います。 

 会議を閉じます。令和４年第３回須恵町議会定例会を閉会します。 

午前11時11分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 


